
― 令和 5年度 ― 

「足場の組立て等作業主任者」技能講習のご案内 
 

一般社団法人 新潟県建築組合連合会 
新潟労働局長登録第９１号 

登録の有効期間の満了日 

令 和 ６ 年 ３ 月 ３ ０ 日 

労働安全衛生法の定めるところにより次の作業を行う場合は、労働局長登録教習機関が行う標記の技能講習を修

了した者のうちから作業現場ごとに作業主任者を選任し、その者の直接指揮監督のもとで作業を行わせなければな

らないことになっております。 

        対 象 作 業 

        １ つり足場（ゴンドラのつり足場を除く）       ２ 張出し足場 

        ３ 高さが５メートル以上の構造の足場の組立て、解体または変更の作業 

１． 開催日、会場 、申込み先、受付期限 

1.開 催 日  令和 ６ 年 1 月 ２４ 日 (水)  ・ ２５ 日 (木) （２日間講習） 

2.会 場 新潟テルサ ２Ｆ 特別会議室 （新潟市中央区鐘木185-18）  ☎025-281-1888  

3.受講申込先 
〒951-8133 新潟市中央区川岸町3-17-2 

一般社団法人 新潟県建築組合連合会  ☎０２５（２３１）２２５１ 

4.受講料等  
受 講 料  ８,４００ 円 （税込） 

テキスト代  １,７１０ 円 （税込）    合 計 １ ０ ,１ １ ０ 円 

5.定 員 
30 名 ※ 定員になり次第、締切ります。 

※ 受講者が２０人に満たない場合は中止となります。 

6.申込期限  令和 ６ 年 １ 月 ５ 日 (金)  

２．申 込 方 法 

（１）受講申込書(支部、本部に用意してあります)に必要事項を記入のうえ、裏面に氏名を記載した写真(３.５㎝×２.

５㎝)1 枚と受講料を納入した写しを添えて期限までにお申し込み下さい。別紙１により受講資格をご確認いただき、

受講申込書・添付書類に記入漏れ等不備のないようご確認の上お申し込み下さい。 

（２）「事業主証明欄」の記載において、事業主ご本人・一人親方の方は別紙「実務経験申立書」を添付して下さい。 

※ ３年分（３６ヶ月分）の「工事名」「実務経験の内容」をご記入下さい。（合計年数が３年（３６ヶ月）以上になってい

るか必ずご確認下さい。） 

(３）足場の特別教育を修了した方は、修了証の写しを添付して下さい。 

(４)受講料振込先   銀行口座 ： 第四北越銀行 白山支店  普通 №１５８３８１８ 

 (４)受講料振込先   口座名義 ： 新潟県建築組合  講習会口 
 

 

 



（５）当日は以下のものをお持ち下さい。 

①受講票 (受講料納入者に交付)   

②本人確認ができるもの （自動者運転免許証、マイナンバーカード等） 

③筆記用具  ④昼食等                 

３．受 講 資 格 

（１）満２１才以上の者であって足場の組立て、解体または変更に関する作業に３年以上従事した経験を有する者 

注① 平成２９年７月以降の期間を含めて経験が３年以上になる方は、足場の特別教育を修了している事が必須

です。別紙１を参照の上、受講可能かどうかご確認下さい。 

（２）満２０才以上の者であって学校教育法による大学、高等専門学校、高等学校または中等教育学校において土

木、建築または造船に関する学科を専攻し卒業した者で、その後２年以上足場の組立て、解体または変更に関

する作業に従事した経験を有する者 

（３）その他、厚生労働大臣が定める者（職業能力開発促進法または改正前の職業訓練法に基づく養成訓練のうち、

とび科の訓練を修了した者で、その後２年以上足場の組立て、解体または変更に関する作業に従事した経験を

有する者） 

※（２）については、裏づけとなる卒業証書の写しを添付して下さい。 
 

４．講 習 科 目 、時 間 

日 程 時 間 科       目 

第 １日  9:00～17:10 1.作業の方法に関する知識 

第 ２日  9:00～12:10 2.工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識（関連知識） 

12:50～14:20 3.作業者に対する教育等に関する知識(教育、指導) 

14:30～16:00 4.関 係 法 令 

16:10～17:10 修  了  試  験 

備 考  

1. この講習は、法律に基づく資格取得講習ですので遅刻、早退等で所定時間受講しない場合は失

格となりますのでご注意下さい。  

2. 講習当日、欠席された場合、受講料等はお返しいたしませんのでご承知下さい。 

3. 受講中、携帯電話の使用はご遠慮下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この申込書に記載していただく氏名、生年月日等の各項目は、法律で記入することが定められています。誤りのないよう

に正確に記入してください。 

なお、記入していただいた氏名、生年月日等は技能講習及び修了証管理の目的以外では一切使用いたしません。 

 

 
＜人材開発支援助成金のご案内＞ 

この技能講習は、人材開発支援助成金（建設労働者技能実習コース）の対象です。 

詳細につきましては下記へお問い合わせください。   

◎新潟労働局 職業対策課 助成金センター  ℡ 025-278-7181 

また、申請提出書類チェックリスト、様式等については新潟労働局ホームページからダウンロードで

きますのでご活用ください。 

 

 



 


